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政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

│
│
ザ
ン
ギ
ー
朝
の
事
例
を
中
心
に

柳

谷

あ
ゆ
み

は
じ
め
に

五
／
十
一
世
紀
末
以
降
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
／
西
暦
。
以
下
同
じ
）、

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
支
配
体
制
の
衰
退
に
伴
い
現
出
し
た
半
独
立
政

権
の
割
拠
状
態
は
、
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
ラ
以
西
で
は
、
シ
リ
ア
（
歴
史

的
シ
リ
ア
）
の
大
部
分
と
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
ラ
、
エ
ジ
プ
ト
を
実
効
支

配
下
に
お
さ
め
た
ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア
政
権
の
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ

・

ィ
ー
ンN

ūr
al-D

ı̄n
M
ahm

ūd
b.Zankı̄

（
五
六
九
／
一
一
七
四

年
没
）
が
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
権
威
を
否
定
し
た
こ
と
で
一
応
の

区
切
り
が
つ
け
ら
れ
、
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
死
後
は
ア
イ

・

・

ユ
ー
ブ
朝
の
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
（
サ
ラ
デ
ィ
ン
）Salāh

al-D
ı̄n

Y
ūsuf

b.A
yyūb

（
五
八
九
／
一
一
九
三
年
没
）
に
よ
る

勢
力
拡
大
、
広
域
支
配
体
制
の
確
立
へ
と
推
移
し
て
い
く
。
こ
の

過
程
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
に
仕
え
た
ア
ミ
ー
ル
ら

が
、
徐
々
に
そ
の
奉
仕
を
放
棄
し
て
ま
た
主
人
を
替
え
て
い
く
、

主
従
関
係
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
の
集
成
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

奉
仕
全
般
を
表
す
ヒ
ド
ゥ
マ
（khidm

a

）
と
い
う
語
は
、
君

主
へ
の
伺
候
義
務
や
一
族
の
年
長
者
へ
の
奉
仕
、
ま
た
師
に
対
す

る
門
弟
の
態
度
や
行
動
、
客
人
へ
の
歓
待
な
ど
多
く
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
有
し
、
そ
の
行
為
の
場
で
あ
る
「
御
前
」
も
ま
た
ヒ
ド
ゥ
マ

と
称
さ
れ
る
。
ヒ
ド
ゥ
マ
を
介
し
て
成
立
す
る
個
人
的
な
結
び
つ

き
も
ま
た
多
様
な
従
属
・
依
存
関
係
を
包
含
す
る
が
（
1
）
、
政
治
的
・

軍
事
的
有
力
者
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
は
「
某
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
入
る
」

と
い
う
表
現
が
某
を
主
と
す
る
集
団
へ
の
帰
属
を
意
味
し
た
よ
う

に
、
政
権
を
形
成
す
る
有
効
な
紐
帯
原
理
で
あ
っ
た
。

政
権
形
成
に
関
わ
る
個
人
的
紐
帯
で
は
、
モ
ッ
タ
ヘ
デ
及
び
清

水
和
裕
の
研
究
に
お
い
て
、
擬
制
の
血
縁
関
係
と
し
て
、
契
約
に

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

四
三
（
五
七
五
）



よ
っ
て
成
立
し
法
的
保
証
を
有
し
た
紐
帯
原
理
の
ワ
ラ
ー

（w
alā’

）
や
、
主
人
か
ら
の
実
質
的
・
社
会
的
な
養
育
の
恩
を
基

・・

盤
と
し
て
成
立
す
る
イ
ス
テ
ィ
ナ
ー
（istinā‘

）
の
存
在
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
（
2
）
。
こ
れ
ら
と
比
較
し
た
場
合
、
ま
ず
ヒ
ド
ゥ
マ
は
仕

え
る
側
の
行
為
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
そ
の
成
立
に
法
的
保
証
や

（
養
育
と
い
う
）
強
力
な
恩
を
必
要
と
し
な
い
点
で
異
な
る
。

さ
ら
に
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
紐
帯
の
特
質
と
し
て
、
そ
の
包
含

す
る
層
の
広
さ
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
五
六
九
／
一
一
七

四
年
、
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
死
去
し
た
直
後
に
、
彼
の
ナ

ー
イ
ブ
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
統
治
の
任
に
あ
っ
た
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ

デ
ィ
ー
ン
の
処
遇
を
巡
っ
て
な
さ
れ
た
や
り
取
り
は
、
政
権
形
成

に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
機
能
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
政
権
は
そ
の
未
成
年
の
息
子
サ
ー

・

・

・

リ
フal-M

alik
al-Sālih

Ism
ā‘ı̄lb.M

ahm
ūd

（
五
七
七
／
一
一

八
一
年
没
）
が
継
承
し
た
。
こ
の
報
を
受
け
た
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ

デ
ィ
ー
ン
は
、
す
ぐ
ダ
マ
ス
カ
ス
に
サ
ー
リ
フ
の
名
前
の
入
っ
た

デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
貨
幣
を
送
る
と
と
も
に
、
フ
ト
バ
を
サ
ー
リ
フ
名

で
行
っ
た
こ
と
を
報
告
し
、
亡
父
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
へ
と

同
様
の
忠
誠
を
言
明
し
た
。
そ
こ
で
、
ダ
マ
ス
カ
ス
の
有
力
ア
ミ

ー
ル
た
ち
は
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
処
遇
に
つ
い
て
協
議

を
行
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
「（
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン

に
）
助
言
を
乞
い
、
我
々
の
中
か
ら
彼
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る

の
が
良
策
」
と
い
う
意
見
を
退
け
、
実
力
者
で
あ
る
彼
を
遠
ざ
け

る
こ
と
で
合
意
し
た
。

サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
彼
ら
を
非
難
し
以
下
の
書
簡
を

送
っ
て
い
る
。

私
は
お
前
た
ち
が
、
私
を
外
し
て
、
私
の
主
人
へ
の
ヒ
ド

ゥ
マ
を
独
占
し
て
き
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
私
は
彼

（
サ
ー
リ
フ
）
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
参
じ
て
、
そ
の
跡
が
顕
れ

る
よ
う
な
ヒ
ド
ゥ
マ
で
彼
の
父
の
愛
顧
に
報
い
、
そ
の
悪
行
、

サ
ー
リ
フ
の
件
と
権
威
を
無
視
し
た
こ
と
に
対
し
、
私
が
彼

（
サ
ー
リ
フ
）
の
諸
領
を
取
る
ま
で
、
お
前
た
ち
全
て
と
対

峙
す
る
だ
ろ
う
（
3
）
。

こ
の
経
緯
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
、
フ
ト
バ
と
貨
幣
鋳
造

（sikka

）
を
サ
ー
リ
フ
名
に
て
実
施
し
、
彼
の
父
同
様
に
服
従
す

る
こ
と
を
表
明
し
た
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
、
ヌ
ー
ル
・

ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
存
命
中
に
は
そ
の
ナ
ー
イ
ブ
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
時
点
で
「
我
々
の
中
」
す
な
わ
ち
サ
ー
リ
フ
政
権

の
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
誰
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た

事
実
で
あ
る
。

史

学

第
八
一
巻

第
四
号

四
四
（
五
七
六
）



サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
非
難
は
サ
ー
リ
フ
へ
の
ヒ
ド
ゥ

マ
を
「
私
を
外
し
て
」
ダ
マ
ス
カ
ス
の
ア
ミ
ー
ル
が
独
占
し
た
こ

と
に
向
け
ら
れ
た
。
彼
ら
の
争
点
は
、
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー

ン
の
ヒ
ド
ゥ
マ
を
認
め
る
か
否
か
に
あ
り
、
こ
れ
が
身
内
か
否
か
、

す
な
わ
ち
政
権
の
内
外
を
分
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
判
る
。

こ
の
や
り
取
り
は
主
人
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
の
集
合
体
と

い
う
、
政
権
の
成
員
の
自
己
認
識
を
表
し
て
い
る
。
政
権
形
成
に

お
い
て
主
人
�
政
権
保
有
者
に
対
す
る
ヒ
ド
ゥ
マ
と
は
、
そ
の
成

員
た
る
最
低
条
件
で
あ
り
、
政
権
の
成
員
の
も
っ
と
も
広
い
層
を

包
含
す
る
の
が
こ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
紐
帯
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
以
後
も
、
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
サ
ー
リ
フ
へ
の
ヒ

ド
ゥ
マ
に
こ
だ
わ
り
、
五
七
三
／
一
一
七
八
年
に
ダ
マ
ス
カ
ス
に

入
城
し
た
際
に
も
、
サ
ー
リ
フ
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
参
上
す
る
と
い

う
形
を
採
っ
た
（
4
）
。
政
権
簒
奪
者
で
は
な
く
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
政
権
の

成
員
に
な
る
こ
と
で
、
彼
は
名
目
上
に
せ
よ
穏
健
な
シ
リ
ア
進
出

を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
と
解
消
は
、
そ
れ
を
介

し
て
成
立
す
る
人
間
関
係
ひ
い
て
は
支
配
構
造
そ
の
も
の
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
の
基
本
性
質
を
理
解
す
る

こ
と
は
、
支
配
構
造
の
動
的
変
化
を
把
握
す
る
上
で
重
要
な
手
が

か
り
を
呈
す
る
と
と
も
に
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
当
事

者
の
行
動
原
理
を
知
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成

立
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
ザ
ン
ギ
ー
朝
二
政
権
分
立
期
に
関
す
る

研
究
に
お
い
て
そ
の
主
従
対
面
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
が
（
5
）
、
本
論

で
は
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
と
維
持
も
含
め
て
改
め
て
事
例
を
整
理
し
、

ヒ
ド
ゥ
マ
及
び
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
束
の
基
本

性
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ヒ
ド
ゥ
マ
と
い
う
語
は
、
奉
仕
と
い
う
行
為
を
表
し
、
ま
た
そ

の
行
為
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
紐
帯
の
原
理
で
も
あ
り
、
さ
ら

に
そ
の
行
為
の
場
で
あ
る
（
主
人
の
）「
御
前
」
と
い
う
意
味
も

有
す
る
。
本
論
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
「
行
為
」
と

「
紐
帯
原
理
」
と
「
御
前
」
が
い
か
に
関
連
し
て
い
く
か
を
含
め

た
総
体
と
し
て
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
理
解
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
け

る
ヒ
ド
ゥ
マ
へ
の
言
及
や
分
析
は
、
こ
の
三
つ
の
い
ず
れ
か
の
側

面
に
ほ
ぼ
特
化
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
有
益
な
指
摘
を
多
く
含

む
。佐

藤
次
高
は
イ
ク
タ
ー
制
研
究
の
視
座
か
ら
行
為
と
し
て
の
ヒ

ド
ゥ
マ
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
が
ム
ク
タ
ー
等

の
義
務
に
あ
た
っ
た
点
を
指
摘
し
、
軍
事
奉
仕
を
は
じ
め
と
す
る

そ
の
具
体
的
内
容
と
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
に
関
わ
る
規
定
の
存
在

を
挙
げ
た
（
6
）
。
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
社
会
的
慣
行
を
論

じ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
従
属
・
依
存
関
係
を
形
成
す
る
紐
帯
原

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

四
五
（
五
七
七
）



理
と
し
て
ヒ
ド
ゥ
マ
を
取
り
上
げ
た
。
彼
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
っ

て
成
立
す
る
関
係
に
お
い
て
は
当
事
者
同
士
が
（
契
約
な
ど
の
法

的
保
証
で
は
な
く
）
互
恵
的
な
義
務
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と

を
述
べ
、
同
一
の
ヒ
ド
ゥ
マ
は
代
を
超
え
て
機
能
し
な
い
と
定
義

し
た
（
7
）
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
ヒ
ド
ゥ
マ
の
二
つ
の
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ

捉
え
た
う
え
で
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
が
義
務
の
性
質
を
帯
び
る
と

い
う
共
通
し
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
が

契
約
な
ど
の
法
的
保
証
を
持
た
な
い
以
上
、
こ
の
性
質
は
慣
行
上

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
慣
行
を
形
成
し
て
き
た
行
為
と
概

念
と
の
関
連
性
が
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
は
ヒ

ド
ゥ
マ
の
成
立
及
び
成
立
以
降
、
そ
し
て
解
消
の
段
階
に
お
け
る

事
例
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
何
が
な
さ
れ

た
か
、
当
事
者
の
行
為
の
意
義
・
性
質
と
そ
の
根
底
に
あ
る
概
念

を
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
の
場
（
御
前
）
と
の
関
連
性
も
含
め
て
考
察

す
る
。
そ
の
う
え
で
第
三
章
で
は
行
為
と
し
て
の
ヒ
ド
ゥ
マ
が
不

在
と
な
る
場
合
、
す
な
わ
ち
ヒ
ド
ゥ
マ
履
行
の
回
避
や
免
除
の
問

題
を
取
り
上
げ
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討

す
る
。

第
一
章

ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
と
履
行

第
一
節

ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
―
―
対
面
の
意
義

年
代
記
史
料
な
ど
で
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
の
成
立
が
明
示

さ
れ
る
記
述
に
は
、
そ
の
前
後
の
状
況
も
含
め
て
、
い
く
つ
か
共

通
す
る
場
面
が
見
出
せ
る
。
史
料
上
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
大

抵
当
事
者
で
あ
る
主
従
の
双
方
が
記
述
に
値
す
る
だ
け
の
重
要
性

を
持
つ
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
、
考
察
を
進
め
る
際
に
は
こ
の
点

を
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
が
明
示

さ
れ
た
二
つ
の
事
例
を
示
し
た
い
。

①
ザ
ン
ギ
ー
朝
創
設
者
ザ
ン
ギ
ー
一
世‘Im

ād
al-D

ı̄n
Zankı̄

（
五
四
一
／
一
一
四
六
年
没
）
の
モ
ス
ル
政
権
樹
立

五
二
一
／
一
一
二
七
年
、
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク

・

朝
第
九
代
ス
ル
タ
ー
ン
、
マ
フ
ム
ー
ド
二
世M

ahm
ūd

b.M
u-

・

ham
m
ad

（
在
五
一
一
―
五
二
五
／
一
一
一
八
―
一
一
三
二
年
）

か
ら
モ
ス
ル
及
び
周
辺
諸
領
の
統
治
を
命
ぜ
ら
れ
モ
ス
ル
へ
と
進

軍
し
た
。
こ
の
当
時
、
モ
ス
ル
は
ア
ミ
ー
ル
、
ジ
ャ
ー
ワ
リ
ーJā-

w
alı̄al-Saqaw

w
ā

が
統
治
し
て
い
た
が
、
彼
は
ザ
ン
ギ
ー
一
世

の
到
着
の
報
を
受
け
、
直
ち
に
降
伏
し
た
。
以
下
は
、
ザ
ン
ギ
ー

一
世
の
モ
ス
ル
入
城
の
記
述
で
あ
る
。

史
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彼
（
ザ
ン
ギ
ー
一
世
）
の
到
着
の
報
せ
が
ジ
ャ
ー
ワ
リ
ー

の
も
と
に
届
く
と
、
彼
（
ジ
ャ
ー
ワ
リ
ー
）
は
彼
（
ザ
ン
ギ

ー
一
世
）
に
会
い
に
全
ア
ス
カ
ル
を
率
い
て
出
て
き
た
。
そ

れ
で
、
彼
（
ジ
ャ
ー
ワ
リ
ー
）
は
シ
ャ
ヒ
ー
ドal-shahı̄d

（
殉
教
者
�
ザ
ン
ギ
ー
一
世
の
別
称
）
を
見
る
や
、
馬
か
ら

下
り
て
大
地
に
接
吻
し
た
。
そ
れ
か
ら
彼
の
手
に
接
吻
し
、

彼
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
戻
っ
た
。
シ
ャ
ヒ
ー
ド
は
彼
に
ラ
フ
バ

・

al-R
ahba

と
そ
の
諸
領
を
分
与
し
、
そ
の
地
に
向
か
わ
せ
た
（
8
）
。

②
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政
権
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ

ィ
ー
一
世Sayf

al-D
ı̄n

G
hāzı̄b.Zankı̄

（
五
四
四
／
一
一
四

九
年
没
）
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立

五
四
一
／
一
一
四
六
年
の
ザ
ン
ギ
ー
一
世
暗
殺
後
、
モ
ス
ル
政

権
を
樹
立
し
た
長
男
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一

世
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
、
シ
リ
ア
政
権
を
樹
立
し
た
次
男
ヌ
ー
ル
・

ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
が
就
い
た
（
9
）
。
こ
の
と
き
は
前
者
の

本
拠
で
は
な
く
そ
の
軍
営
の
近
く
で
会
合
が
設
定
さ
れ
た
。

彼
（
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
は
彼
（
サ
イ
フ
・
ア
ッ

デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
）
を
見
る
や
﹇
兄
と
﹈
知
っ

た
。
そ
こ
で
彼
（
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
は
徒
歩
で
彼

（
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
）
の
も
と

へ
向
か
い
、
彼
の
前
の
地
面
に
口
づ
け
、
自
分
の
配
下
に
帰

還
を
命
じ
た
。
そ
れ
で
彼
ら
（
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の

部
下
）
は
帰
っ
た
。
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
サ
イ
フ
・

ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
（
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
）
は
抱
き
合
っ
て
泣

き
、
そ
の
後
座
っ
た
。（
中
略
）
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン

は
安
心
し
て
恐
怖
を
静
め
た
。
彼
は
ア
レ
ッ
ポ
に
戻
り
、
支

度
を
し
て
か
ら
自
ら
の
ア
ス
カ
ル
（
軍
）
を
率
い
て
兄
サ
イ

フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
（
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
）
へ
の
御
前

（khidm
a

）
に
戻
っ
た
（
10
）
。

こ
の
二
例
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
と
な
さ
れ
る
者
が
、
そ
の

主
従
関
係
の
成
立
を
前
提
と
し
て
対
面
し
た
と
い
う
点
で
共
通
し

て
い
る
。
対
面
の
場
は
主
人
の
本
拠
か
そ
の
近
辺
で
、
ヒ
ド
ゥ
マ

を
な
す
側
が
赴
く
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
ヒ
ド
ゥ
マ

を
な
す
側
は
自
ら
に
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
し
て
い
る
ア
ス
カ
ル
を
率
い

て
お
り
、
集
団
と
し
て
も
新
た
な
主
人
と
の
関
係
を
取
り
結
ん
で

い
る
。
こ
の
光
景
を
見
る
限
り
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
に
は
そ
れ
を

前
提
と
し
た
当
事
者
同
士
の
対
面
が
不
可
欠
で
あ
る
か
、
少
な
く

と
も
大
き
な
重
要
性
を
持
つ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
（
11
）
。

ま
た
、
前
後
の
記
述
か
ら
は
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
ヒ
ド
ゥ

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

四
七
（
五
七
九
）



マ
を
な
す
側
の
遅
滞
な
き
行
動
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。
降
伏
者
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ワ
リ
ー
に
ザ
ン
ギ
ー
一
世

と
一
刻
も
早
く
関
係
を
結
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
の
は
自
明
だ
が
、
二

例
目
の
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
へ
の
ヒ
ド

ゥ
マ
の
成
立
に
関
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
政
治
的
基
盤
を

持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
遅

滞
が
両
政
権
に
深
刻
な
相
互
不
信
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
報
じ
ら

れ
た
（
12
）
。
降
伏
や
新
政
権
樹
立
な
ど
で
新
た
な
主
人
に
仕
え
る
こ
と

が
明
白
な
場
合
、
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
は
可
能
な
限
り
速
や
か
に

関
係
を
確
定
す
べ
き
と
さ
れ
、
そ
の
遅
滞
は
異
常
事
態
と
見
な
さ

れ
て
い
る
。
前
述
の
ザ
ン
ギ
ー
朝
サ
ー
リ
フ
政
権
樹
立
の
際
に
は
、

サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
処
遇
の
問
題
と
と
も
に
、
ア
レ
ッ

ポ
の
ワ
ー
リ
ー
を
務
め
て
い
た
シ
ャ
ム
ス
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ブ

ン
・
ア
ッ
ダ
ー
ヤSham

s
al-D

ı̄n
‘A
lı̄b.al-D

āya
の
ヒ
ド
ゥ
マ

の
遅
滞
が
報
じ
ら
れ
た
。
当
時
シ
ャ
ム
ス
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
病

床
に
あ
っ
て
身
動
き
が
効
か
な
か
っ
た
の
で
（
13
）
、「
い
ず
れ
私
は
ヒ

ド
ゥ
マ
に
参
上
し
」
と
言
明
し
た
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
と

と
も
に
彼
に
欠
損
し
た
条
件
が
ダ
マ
ス
カ
ス
の
サ
ー
リ
フ
の
も
と

へ
の
参
上
で
あ
っ
た
と
判
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ

る
関
係
の
成
立
に
お
い
て
、
主
人
の
も
と
へ
の
速
や
か
な
参
上
と

対
面
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

上
述
の
二
例
で
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
が
主
人
の
も
と
に
歩

み
寄
り
、
目
の
前
の
地
面
へ
の
接
吻
に
よ
っ
て
服
従
の
意
を
表
明

し
た
。
対
面
の
場
で
は
当
事
者
は
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
ふ
る
ま
い
、

そ
の
関
係
性
を
目
に
見
え
る
形
で
表
現
し
、
当
事
者
を
含
め
た
そ

の
場
の
全
員
が
そ
れ
を
自
ら
証
人
と
し
て
確
認
す
る
。
対
面
の
意

義
は
ま
ず
こ
の
関
係
性
の
表
明
と
承
認
に
あ
り
、
主
人
の
御
前
で

相
応
の
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
こ
と
こ
そ
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
服
従
や
尊
崇
、
そ
の
受
容
の
意
思
に
加
え
て
、
こ

こ
で
は
生
身
の
存
在
と
し
て
相
手
を
実
感
し
た
う
え
で
（
上
記
の

兄
弟
会
合
で
は
こ
の
生
身
の
実
感
の
効
果
が
明
瞭
に
見
て
取
れ

る
）、
抱
擁
や
号
泣
な
ど
で
親
愛
の
情
が
、
さ
ら
に
表
情
や
動
作

で
複
雑
な
感
情
が
や
り
と
り
さ
れ
る
。
対
面
と
い
う
行
為
は
両
者

の
関
係
を
明
示
す
る
と
同
時
に
よ
り
具
体
的
か
つ
精
密
な
形
へ
と

そ
の
関
係
性
を
形
成
し
て
い
く
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
対
面
の
場
で
は
親
愛
の
情
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
心
理

が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
両
者
を
隔
て
る
心
理
、
主
人
の
威
厳

と
そ
れ
に
対
す
る
畏
怖
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
両
者
の
結
束
を
性

格
付
け
る
重
要
な
要
素
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
政
治
的
・
軍
事
的
な

有
力
者
に
つ
い
て
は
、
人
物
録
や
死
亡
記
事
な
ど
の
記
述
に
そ
の

個
人
的
な
資
質
と
し
て
威
厳
（hayba

）
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
そ
の
語
自
体
に
「
恐
怖
」
の
意
味
が
含
ま
れ
る
（
14
）
こ
と

史
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か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
仕
え
る
者
を
圧
倒
す
る
性
質
の
も
の
で

あ
る
（
15
）
。
こ
の
威
厳
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
主
人
の
前
で
「
正
し
く
」
ふ

る
ま
う
こ
と
の
必
然
性
は
論
理
を
越
え
た
実
感
と
し
て
仕
え
る
者

に
彫
り
こ
ま
れ
る
。
主
人
の
威
厳
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
内
容
を
規
定

し
、
そ
れ
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
恐
怖
は
対
面
の
も
う
一
つ
の
意
味
を
想
起
さ
せ
る
。
対
面

は
相
手
に
自
ら
の
身
体
を
さ
ら
す
行
為
で
あ
り
、
と
き
に
生
命
の

危
険
を
伴
っ
た
。
特
に
自
ら
多
く
の
兵
や
財
を
有
す
る
有
力
者
の

粛
清
は
、
伺
候
の
と
き
に
主
人
の
眼
前
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
（
16
）
、

主
人
の
御
前
で
彼
ら
が
い
か
に
無
防
備
な
存
在
で
あ
る
か
を
見
る

こ
と
が
出
来
る
。

裏
を
返
せ
ば
、
対
面
と
い
う
行
為
は
主
人
に
対
し
て
身
体
を
さ

ら
し
、
自
ら
の
叛
意
の
無
い
こ
と
と
、
処
遇
を
主
人
に
委
ね
る
意

思
が
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関

係
の
成
立
に
「
ヒ
ド
ゥ
マ
を
履
行
す
る
側
が
自
ら
主
人
の
御
前
に

赴
く
」
と
い
う
過
程
が
必
要
な
の
は
、
こ
れ
が
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す

側
の
忠
誠
を
明
確
に
示
す
行
為
だ
か
ら
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て

ヒ
ド
ゥ
マ
を
介
し
た
結
び
つ
き
が
両
者
に
生
ま
れ
る
と
、
主
人
は

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
を
要
求
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
履
行
さ
れ
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
主
人

が
特
に
命
ず
る
も
の
、
ま
た
史
料
上
に
特
に
尊
崇
と
忠
誠
の
証
と

し
て
叙
述
さ
れ
る
ヒ
ド
ゥ
マ
は
、
主
人
の
も
と
へ
の
参
上
・
伺
候

で
あ
り
、
対
面
で
あ
っ
た
。

第
二
節

ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
―
―
慣
行
化
、
個
人
的
な
関
係
性

前
述
の
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
発
言
に
明
示
さ
れ
た
よ

う
に
、
ヒ
ド
ゥ
マ
は
概
念
と
し
て
は
主
人
か
ら
の
恩
顧
、
す
な
わ

ち
主
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
社
会
的
・
物
質
的
な
利
益
に
対
す
る
報

い
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
人
に
よ
る
社
会
的
な
養
育
・
扶

養
と
そ
の
報
恩
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
イ
ス
テ
ィ
ナ
ー
に
よ
る
紐
帯

に
も
類
似
し
て
お
り
、
両
者
は
法
的
な
位
置
づ
け
を
持
た
な
い
慣

習
的
な
概
念
と
い
う
点
で
も
共
通
す
る
。
だ
が
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ

る
関
係
は
、
俸
給
や
イ
ク
タ
ー
の
分
与
、
一
時
的
な
地
位
の
保
証

な
ど
即
物
性
の
高
い
利
益
か
ら
も
、
ま
た
降
伏
に
よ
る
帰
順
や
主

人
変
更
に
よ
っ
て
も
容
易
に
成
立
し
た
。
こ
の
場
合
、
報
恩
及
び

忠
誠
の
内
実
の
相
違
は
明
瞭
だ
ろ
う
（
17
）
。
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
が

成
立
し
た
時
点
で
、
主
人
に
は
恩
顧
と
し
て
利
益
と
社
会
的
地
位

を
保
証
す
る
こ
と
が
強
く
期
待
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ド
ゥ
マ
と
こ
の

利
益
は
対
を
な
す
関
係
に
あ
っ
た
。
前
節
で
挙
げ
た
ジ
ャ
ー
ワ
リ

ー
の
事
例
で
も
、
彼
は
ザ
ン
ギ
ー
一
世
の
御
前
に
参
上
し
て
ま
も

な
く
イ
ク
タ
ー
分
与
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
政
権
保
有
者
の
交

代
が
あ
っ
た
場
合
は
、
ま
ず
主
要
な
ア
ミ
ー
ル
が
新
し
い
政
権
保

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

四
九
（
五
八
一
）



有
者
の
御
前
に
召
集
さ
れ
て
忠
誠
の
誓
い
（
バ
イ
ア
）
を
立
て
、

イ
ク
タ
ー
の
安
堵
と
職
務
の
任
免
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
不
測

の
事
態
に
よ
っ
て
実
現
し
た
交
代
で
も
同
様
で
（
18
）
、
召
集
と
新
た
な

政
権
保
有
者
に
よ
る
イ
ク
タ
ー
分
与
・
職
務
任
免
は
分
離
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
要
地
の
分
与
が
主
人
の
御
前
で
行
わ
れ
る
と
い
う

慣
行
や
、
ア
ス
カ
ル
の
伺
候
に
対
し
て
主
人
が
行
う
大
盤
振
る
舞

い
な
ど
も
（
19
）
、
伺
候
な
ど
の
ヒ
ド
ゥ
マ
が
利
益
に
直
結
す
る
こ
と
が

折
々
明
示
さ
れ
、
そ
の
履
行
に
明
確
な
根
拠
を
与
え
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

他
方
、
主
人
は
仕
え
る
者
に
対
し
て
随
時
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
を

要
求
で
き
た
。
ヒ
ド
ゥ
マ
は
、
総
合
す
れ
ば
御
前
に
参
上
し
、
仕

え
る
者
と
し
て
適
切
な
働
き
や
ふ
る
ま
い
を
み
せ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
史
料
上
に
ヒ
ド
ゥ
マ
と
し
て
記
述
さ
れ
た
行
為
に
は
、
主
人

へ
の
伺
候
や
陪
席
の
ほ
か
に
必
ず
し
も
主
人
の
面
前
で
行
わ
れ
な

い
軍
役
奉
仕
や
建
設
事
業
へ
の
参
加
な
ど
（
20
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
「
御
前
」
と
は
常
に
「
主
人
の
面
前
」
と
い
う
物
理

的
に
限
ら
れ
た
空
間
を
示
す
の
で
は
な
く
、
主
人
の
支
配
領
域
全

体
、
さ
ら
に
は
主
人
の
意
思
の
及
ぶ
範
囲
全
体
を
さ
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ザ
ン
ギ
ー
一
世
が
自
ら
に
仕
え
る
者
全
て
に

対
し
無
断
で
領
外
に
出
る
こ
と
を
禁
じ
た
事
例
（
21
）
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
る
。

し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
主
人
が
特
に
自
ら
へ
の
ヒ

ド
ゥ
マ
を
命
じ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
は
ま
ず
参
上
と
対
面
で
あ

っ
た
。
こ
の
と
き
の
「
御
前
」
は
主
人
の
面
前
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
場
で
あ
る
「
御
前
」
は
原

則
的
に
は
主
人
の
意
思
の
及
ぶ
範
囲
全
体
で
あ
る
が
、
前
節
で
挙

げ
た
主
従
関
係
成
立
の
た
め
の
ヒ
ド
ゥ
マ
や
、
主
人
が
特
に
命
ず

る
ヒ
ド
ゥ
マ
、
さ
ら
に
日
常
的
な
ヒ
ド
ゥ
マ
で
も
主
人
の
身
の
回

り
の
世
話
や
陪
席
の
よ
う
に
、
主
人
と
の
対
面
が
必
須
と
さ
れ
る

場
合
が
あ
っ
て
、
こ
の
と
き
の
「
御
前
」
は
主
人
の
面
前
と
い
う

範
囲
に
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
便
宜
上
、
前
者

を
「
広
義
の
御
前
」、
後
者
を
「
狭
義
の
御
前
」
と
し
て
区
別
し

た
い
。
主
従
の
対
面
の
有
無
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
と
い
う
行
為
の
内
容

そ
の
も
の
に
影
響
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

広
義
に
お
け
る
御
前
の
ヒ
ド
ゥ
マ
は
、
俸
給
や
報
奨
と
い
っ
た

恩
顧
の
見
返
り
と
し
て
、
軍
役
奉
仕
や
建
設
事
業
へ
の
参
加
と
い

う
形
で
履
行
さ
れ
る
。
そ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履

行
自
体
が
慣
行
化
・
定
型
化
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
次
章
に
て

後
述
す
る
よ
う
に
ヒ
ド
ゥ
マ
の
拒
否
・
放
棄
は
主
人
へ
の
反
逆

・
（‘isyān
）
に
あ
た
る
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ド
ゥ
マ
が
主
人
か

ら
の
恩
顧
へ
の
報
い
で
あ
っ
て
そ
の
履
行
拒
否
が
主
人
と
の
関
係

そ
の
も
の
へ
の
否
定
に
繋
が
る
と
い
う
概
念
は
生
き
つ
づ
け
た
こ

史
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と
が
判
る
。
こ
う
し
て
、
ヒ
ド
ゥ
マ
は
実
質
的
に
義
務
化
し
、
主

人
に
さ
ら
な
る
強
制
力
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

狭
義
の
御
前
、
す
な
わ
ち
主
人
の
面
前
で
の
ヒ
ド
ゥ
マ
は
、
ど

の
よ
う
な
形
で
履
行
さ
れ
る
と
し
て
も
主
従
関
係
を
結
ぶ
際
に
行

っ
た
対
面
を
再
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
履
行
の
た
び
に
両
者
は
関

係
を
成
立
・
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
狭
義
の
御
前
で
の
ヒ
ド

ゥ
マ
に
も
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
以
前
か
ら
慣
行
化
・
定
型
化
の
傾
向
が

あ
っ
た
こ
と
は
宮
廷
作
法
書
の
出
現
等
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
対
面
に
よ
っ
て
主
従
が
改
め
て
一
対
一
で
の
関
係
を
確

認
す
る
以
上
、
こ
の
場
合
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
あ
り
方
は
ど
う
し
て
も

主
人
の
個
人
的
な
資
質
や
場
の
状
況
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

狭
義
の
御
前
で
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
慣
行
化
・
定
型
化
に
つ
い
て
は
、

む
し
ろ
実
際
が
当
事
者
の
個
性
や
状
況
に
よ
っ
て
動
い
た
か
ら
こ

そ
、（
と
き
に
現
状
と
は
合
わ
な
い
）「
正
し
い
」
あ
り
方
と
し
て

志
向
さ
れ
た
側
面
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
（
22
）
。

狭
義
の
御
前
で
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
つ
い
て
は
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
で
は

断
片
的
な
事
例
が
残
さ
れ
る
の
み
だ
が
、
シ
リ
ア
政
権
ヌ
ー
ル
・

ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
御
前
で
は
、
ア
ミ
ー
ル
、
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ

ィ
ー
ン
・
ア
イ
ユ
ー
ブN

ajm
al-D

ı̄n
A
yyūb

b.Shādhı̄

（
サ
ラ

デ
ィ
ン
の
父
）
以
外
の
人
々
は
妃
か
ら
重
臣
一
同
に
至
る
ま
で
、

許
可
な
し
に
は
着
席
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
（
23
）
、
ヌ
ー

ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
対
面
時
の
位
置
や
ふ
る
ま
い
を
厳
し
く
律

し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
彼
の
父
親
の
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
、
御
前

で
の
作
法
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
も
の
の
、
居
眠
り
を
見
と
が

め
ら
れ
た
船
頭
が
そ
の
場
で
恐
怖
の
あ
ま
り
絶
命
し
た
と
い
う
記

述
（
24
）も
あ
り
、
常
時
壮
絶
な
威
厳
を
も
っ
て
御
前
の
者
た
ち
を
圧
倒

し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

主
人
の
個
性
や
状
況
に
よ
っ
て
ヒ
ド
ゥ
マ
の
あ
り
方
が
影
響
さ

れ
る
な
か
、
同
一
家
系
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
異
な
る
主
人
た
ち

に
継
続
し
て
仕
え
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一

家
系
の
重
代
に
仕
え
る
「
長
き
ヒ
ド
ゥ
マ
」
は
、
実
際
に
は
別
個

の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
積
み
重
ね
で
あ
り
、
仕
え
る
当
人
が
そ
の
都
度
同

一
家
系
の
人
間
を
主
人
に
選
び
続
け
、
そ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
入
っ
て

大
過
な
く
勤
め
上
げ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
一
家
系

に
対
す
る
愛
着
や
忠
誠
、
そ
し
て
何
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
た
ち

と
良
好
な
関
係
を
成
立
さ
せ
て
き
た
証
と
し
て
賞
賛
と
尊
敬
の
対

象
と
さ
れ
て
い
た
。
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政
権
保
有
者
五
代
に
仕

え
た
ア
ミ
ー
ル
、
バ
ハ
ー
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
リ
ー
・
ブ
ン
・

ア
ッ
シ
ュ
ク
リ
ーB

ahā’al-D
ı̄n

‘A
lı̄b.al-Shukrı̄

は
ザ
ン
ギ
ー

一
族
の
内
紛
の
際
に
調
停
役
を
勤
め
る
（
25
）
な
ど
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
内
で

一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
史
料
を
見
る
限

り
彼
の
功
績
は
重
代
に
仕
え
た
事
実
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

五
一
（
五
八
三
）



彼
の
特
質
は
ま
さ
に
こ
の
一
点
で
あ
り
、
長
命
と
と
も
に
稀
有
の

美
点
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。

ま
た
、
個
性
の
異
な
る
代
々
の
主
人
に
い
か
に
仕
え
る
べ
き
か

と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
三
代
に
仕
え
た
ワ
ズ
ィ
ー

ル
、
ジ
ャ
マ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ニ
ー

・

・

Jam
ālal-D

ı̄n
M
uham

m
ad

al-Isfahānı̄

の
処
世
は
興
味
深
い
事

例
と
い
え
よ
う
。
ジ
ャ
マ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
多
く
の
慈
善

事
業
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
「
寛
容
な
る
者
（al-jaw

w
ād

）」
と
称

さ
れ
（
26
）
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
史
で
あ
る
『
ア
タ
ー
ベ
ク
王
朝
の
光
輝
あ
る

歴
史
』
の
著
者
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ア
ス
ィ
ー
ル‘Izz

al-D
ı̄n

‘A
lı̄b.

al-A
thı̄r

を
し
て
「
見
よ
、
ジ
ャ
マ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
行

為
と
忠
誠
の
美
し
さ
、
侠
気
の
完
全
さ
、
主
人
の
諸
権
利
を
守
り
、

良
く
し
て
差
し
上
げ
る
こ
と
を
。
彼
が
到
達
し
た
こ
の
段
階
は
千

騎
に
も
到
達
不
可
能
」
と
言
わ
し
め
、
不
世
出
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と

評
せ
し
め
た
が
（
27
）
、
他
方
で
は
主
人
に
よ
っ
て
の
豹
変
ぶ
り
に
驚
か

れ
た
人
物
で
も
あ
る
。
同
時
代
人
で
『
マ
イ
ヤ
ー
フ
ァ
ー
リ
キ
ー

ン
と
ア
ー
ミ
ド
の
歴
史
』
を
も
の
し
た
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ア
ズ
ラ
ク

Ibn
al-A

zraq
al-Fārı̄qı̄

は
、
彼
が
ザ
ン
ギ
ー
一
世
代
と
そ
の
息

子
の
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
代
と
で
全
く

性
格
が
異
な
り
、「
前
代
未
聞
の
圧
制
と
不
正
を
有
し
て
い
た
」

の
に
、「
悪
か
ら
善
に
、
不
正
か
ら
公
正
に
、
不
公
平
か
ら
公
平

に
、
吝
嗇
か
ら
気
前
の
良
さ
へ
と
」
変
化
し
た
と
記
し
て
い
る
（
28
）
。

こ
の
点
は
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ア
ス
ィ
ー
ル
も
認
め
、
さ
ら
に
彼
は
そ

の
指
摘
を
受
け
た
ジ
ャ
マ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
「
十
全
さ
と

い
う
の
は
ど
の
時
代
に
も
た
だ
ひ
と
つ
の
行
為
に
対
し
て
そ
う
表

現
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
た
だ
た
だ
十
全
さ
と
は
、
時
代
に
応
じ

て
、
人
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
ふ
る
ま
う
こ
と
だ
（
２９
）
」
と
述
べ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
仕
え
る
主
人
に
い
か
よ
う
に
も

対
応
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
お
り
、
定
型
化
さ
れ
て
い

く
中
に
も
ヒ
ド
ゥ
マ
が
個
人
対
個
人
の
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
改
め
て
理
解
さ
れ
る
。

ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
は
、
上
記
の
よ
う
に
主
人
側
が
期
待
さ

れ
る
利
益
の
供
与
と
い
う
義
務
を
果
た
し
、
ま
た
そ
の
恩
顧
に
報

い
る
形
で
ヒ
ド
ゥ
マ
履
行
の
義
務
が
果
た
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、

機
能
・
継
続
し
て
い
く
。
そ
の
逆
の
現
象
、
す
な
わ
ち
ヒ
ド
ゥ
マ

の
解
消
は
当
事
者
の
一
方
な
い
し
双
方
が
十
分
な
履
行
が
出
来
な

い
と
判
断
さ
れ
た
時
点
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
章

ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消

前
章
で
ヒ
ド
ゥ
マ
を
介
し
た
関
係
は
ヒ
ド
ゥ
マ
を
履
行
す
る
側

が
自
ら
主
人
の
御
前
に
赴
く
、
す
な
わ
ち
主
従
関
係
を
前
提
と
し

て
当
事
者
同
士
が
対
面
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
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こ
れ
と
は
逆
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
は
、
史
料
上
で
確
認
で
き
る
限

り
で
は
①
当
事
者
の
死
亡
に
よ
る
解
消
②
（
両
者
了
承
に
基
づ

く
）
御
前
退
去
も
し
く
は
関
係
終
了
の
明
示
③
反
逆
及
び
逃
亡
④

主
人
に
よ
る
御
前
か
ら
の
排
除
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

て
い
る
。

当
事
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
ヒ
ド
ゥ
マ
の
関
係
が
解
消
さ
れ
た
場

合
、
同
一
の
ヒ
ド
ゥ
マ
が
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
30
）
。

前
出
の
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
事
例
に
も
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
政
権
保
有
者
が
死
亡
し
た
際
、
子
息
や
兄
弟
な
ど
血
縁
者
が

そ
の
政
権
を
後
継
し
た
場
合
も
、
故
人
の
後
継
者
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ

に
入
る
こ
と
は
自
明
で
は
な
か
っ
た
。

五
四
八
／
一
一
五
三
年
に
デ
ィ
ヤ
ー
ル
・
バ
ク
ル
を
勢
力
範
囲

と
し
た
ア
ル
ト
ゥ
ク
（
イ
ー
ル
ガ
ー
ズ
ィ
ー
）
朝
の
フ
サ
ー
ム
・

・

ア
ッ
デ
ィ
ー
ンH

usām
al-D

ı̄n
T
im

urtāsh
b.Īlghāzı̄

が
病
死

し
た
と
き
、
息
子
の
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ンN

ajm
al-D

ı̄n

A
lbı̄b.T

im
urtāsh

は
直
ち
に
そ
の
支
配
を
継
承
し
た
が
、
こ
の

直
後
、
故
フ
サ
ー
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
あ
っ
た

ア
ル
ト
ゥ
ク
一
族
の
シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ンShihāb

al-D
ı̄n

・

M
uham

m
ad

b.Ilyās

は
シ
リ
ア
に
移
り
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア

政
権
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
入
っ
て
い
る
（
31
）
。

こ
れ
に
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
追
討
や
抗
議
を
行
っ
た
記

述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
事
者
死
亡
に
よ
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の

解
消
の
後
、
新
た
な
ヒ
ド
ゥ
マ
が
後
継
者
以
外
と
の
間
に
成
立
す

る
こ
と
は
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
は
あ
く
ま
で
個
人
間
の
結
び
つ
き
で
あ

り
、
前
章
で
述
べ
た
「
長
き
ヒ
ド
ゥ
マ
」
を
称
え
る
価
値
観
は
、

む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
重
代
に
わ
た
る
ヒ
ド
ゥ
マ
が
多
く
な
か
っ
た

と
い
う
現
状
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

平
穏
裡
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
と
し
て
、
当
事
者
の
了
承
も
し
く

は
黙
認
に
よ
っ
て
ヒ
ド
ゥ
マ
の
関
係
が
終
了
す
る
場
合
も
あ
る
。

客
人
の
歓
待
は
そ
の
好
例
で
、
客
人
が
饗
応
の
場
に
到
着
し
た
時

点
か
ら
こ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
は
始
ま
り
、
客
人
が
退
出
・
帰
還
し
た
時

点
で
終
了
す
る
（
32
）
。
ヒ
ド
ゥ
マ
が
代
を
超
え
な
い
こ
と
と
、
こ
の
点

を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
性
質
に
は
本
来
永
続
性
が

想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
非
永
続
性
が
そ
の
本
質
に
あ
る
こ
と

が
い
え
る
だ
ろ
う
。

ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
城
砦
ワ
ー
リ
ー
を
務
め
た
ザ
イ
ヌ
・
ア
ッ

デ
ィ
ー
ンZayn

al-D
ı̄n

‘A
lı̄K

ūjak

は
五
六
三
／
一
一
六
八
年

に
老
齢
に
よ
り
御
前
退
去
を
申
し
出
、
主
人
で
あ
る
ザ
ン
ギ
ー
朝

・

モ
ス
ル
政
権
支
配
者
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ンQ

utb
al-D

ı̄n

M
aw

dūd
b.Zankı̄

（
五
六
五
／
一
一
七
〇
年
没
）
の
承
認
を
得

た
。
こ
の
と
き
、
ザ
イ
ヌ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
自
ら
の
財
庫
が
あ

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

五
三
（
五
八
五
）



り
引
退
後
の
居
所
と
し
た
イ
ル
ビ
ルIrbil

以
外
の
イ
ク
タ
ー
を

全
て
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
返
還
し
て
い
る
（
33
）
。
ま
た
、
解

消
が
黙
認
さ
れ
た
例
と
し
て
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア
政
権
ヌ
ー

ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
仕
え
た
ブ
ー
リ
ー
朝
ム
ジ
ー
ル
・
ア
ッ
デ

・

ィ
ー
ンM

ujı̄r
al-D

ı̄n
Ā
baq

b.M
uham

m
ad

の
行
動
が
挙
げ

ら
れ
る
。
五
四
九
／
一
一
五
四
年
、
ダ
マ
ス
カ
ス
支
配
者
で
あ
っ

た
ム
ジ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
降

伏
し
て
ダ
マ
ス
カ
ス
を
明
け
渡
し
、
代
替
地
と
し
て
ヒ
ム
ス

・

・

H
im

s

を
分
与
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
彼
は
ヒ
ム
ス
を
取
り
上
げ

ら
れ
、
代
わ
り
に
バ
ー
リ
スB

ālis
を
分
与
さ
れ
た
。
ム
ジ
ー

ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
こ
の
措
置
へ
の
不
満
か
ら
、
シ
リ
ア
を
出

て
ア
ル
ト
ゥ
ク
（
イ
ー
ル
ガ
ー
ズ
ィ
ー
）
朝
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ

ィ
ー
ン
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
入
っ
た
。
さ
ら
に
五
五
〇
／
一
一
五
五

年
に
は
バ
グ
ダ
ー
ド
に
向
か
い
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
三
一
代
カ
リ

フ
、
ム
ク
タ
フ
ィ
ーal-M

uqtafı̄li-A
m
r
A
llāh

（
在
位
五
三
〇

―
五
五
五
／
一
一
三
六
―
一
一
六
〇
年
）
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
入
っ

て
い
る
（
34
）
。
わ
ず
か
二
年
の
間
に
ム
ジ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
二

回
も
主
人
の
御
前
を
離
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
問
題
は

生
じ
て
お
ら
ず
、
主
人
側
が
去
る
に
任
せ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

合
意
も
し
く
は
黙
認
に
よ
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
の
場
合
、
ヒ
ド

ゥ
マ
を
履
行
す
る
側
は
主
人
か
ら
の
恩
顧
を
放
棄
・
返
還
し
、
さ

ら
に
主
人
の
御
前
を
物
理
的
に
離
れ
て
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
を
明
示

し
て
い
る
。
一
方
、
主
人
の
意
に
沿
わ
な
い
形
で
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の

解
消
は
、
反
逆
や
逃
亡
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
反
逆
は
一
方
的
な

ヒ
ド
ゥ
マ
放
棄
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
、
必
ず
し
も
主
人
か
ら

の
恩
顧
の
返
還
を
伴
わ
な
い
。

ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア
政
権
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
治
世
唯
一

と
も
言
わ
れ
る
反
逆
（
35
）
は
、
五
六
二
／
一
一
六
七
年
に
ア
ミ
ー
ル
、

・

ガ
ー
ズ
ィ
ーG

hāzı̄b.H
assān

al-M
anbijı̄

が
イ
ク
タ
ー
で
あ

る
マ
ン
ビ
ジ
ュ
で
起
こ
し
た
も
の
で
、
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン

は
ア
ス
カ
ル
を
マ
ン
ビ
ジ
ュ
に
急
派
し
て
事
態
を
収
め
た
。
こ
の

と
き
の
ガ
ー
ズ
ィ
ー
の
具
体
的
な
行
動
は
史
料
に
明
示
さ
れ
て
お

・

ら
ず
、「
反
逆‘isyān

」
の
内
容
が
当
時
ほ
ぼ
定
型
化
し
て
い
た

こ
と
が
推
測
で
き
る
（
36
）
。
五
七
二
／
一
一
七
七
年
に
シ
ハ
ー
ブ
・
ア

・

ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ブ
ン
・
ブ
ー
ザ
ー
ンShihāb

al-D
ı̄n

M
uham

m
ad

b.B
ūzān

が
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政
権
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー

・

ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
二
世
に
対
し
て
起
こ
し
た
「
反
逆‘isyān

」
に

は
、
以
下
の
通
り
具
体
的
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。

シ
ャ
フ
ラ
ズ
ー
ルShahrazūr

領
主
、
ア
ミ
ー
ル
、
シ
ハ

ー
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ブ
ン
・
ブ
ー
ザ
ー

ン
は
│
│
彼
は
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
（
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー

史
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・

二
世
）
に
服
従
（tā‘a

）
し
て
い
た
│
│
五
七
二
年
に
サ
イ

フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
（
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
二
世
）
へ
の
非
難
を

明
ら
か
に
し
、
双
方
の
根
深
い
敵
意
に
よ
る
、
ム
ジ
ャ
ー
ヒ

ド
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
へ
の
恐
れ
を
そ
の
言
い
訳
と
し
て
、
御

前
（al-khidm

a

）
に
自
ら
参
上
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
（
37
）
。

こ
の
記
述
か
ら
「
反
逆
」
が
、
主
人
へ
の
不
満
や
非
難
を
表
明

し
た
上
で
御
前
へ
の
参
上
を
拒
否
し
た
こ
と
を
指
す
と
判
る
。
ヌ

ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
対
処
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う

な
了
承
な
し
の
御
前
退
去
は
、
主
人
か
ら
の
追
討
や
処
罰
の
十
分

な
理
由
と
な
っ
た
。
五
四
九
／
一
一
五
四
年
に
ア
フ
ラ
ー
ト

・

A
khlāt

で
起
き
た
「
反
逆
」
で
は
、
ア
フ
ラ
ー
ト
支
配
者
の
シ

ャ
ー
ヒ
・
ア
ル
マ
ン
朝
ス
ク
マ
ー
ン
二
世Sukm

ān
b.Ibrāhı̄m

Shāh
A
rm

an

の
御
前
を
離
れ
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
、
バ
ハ
ー
・
ア
ッ

デ
ィ
ー
ンB

ahā’al-D
ı̄n

A
w
s
b.M

as‘ūd

が
、
主
人
に
よ
っ
て

追
捕
さ
れ
、
本
人
の
み
な
ら
ず
一
族
に
至
る
ま
で
罰
せ
ら
れ
て
い

る
（
38
）。た

だ
し
、
以
上
に
挙
げ
た
形
で
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
が
明
示
さ
れ

た
事
例
は
多
く
は
な
い
。
当
事
者
の
死
亡
以
外
で
も
ヒ
ド
ゥ
マ
の

移
動
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
多
く
は
事
後
に
主
人
変
更
が
記

述
さ
れ
る
の
み
で
、
主
人
が
黙
認
し
た
か
、
も
し
く
は
次
第
に
往

来
が
疎
か
に
な
り
、
関
係
性
が
実
を
伴
わ
な
く
な
る
か
た
ち
で
ヒ

ド
ゥ
マ
が
自
然
解
消
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

黙
認
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
仕
え
る
側
か
ら
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
は

当
事
者
の
生
命
や
（
秩
序
や
人
間
関
係
に
対
す
る
）
信
頼
性
に
関

わ
る
重
大
決
定
で
あ
り
、
軽
々
に
行
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

最
初
の
事
例
に
立
ち
か
え
れ
ば
、
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が

ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア
政
権
サ
ー
リ
フ
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
参
上
す
る

形
を
採
っ
た
の
は
、
青
年
期
か
ら
自
ら
を
取
り
立
て
た
故
ヌ
ー

ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
恩
顧
を
、
そ
の
子
サ
ー
リ
フ
へ
の
仕
打
ち

に
よ
っ
て
蔑
ろ
に
し
た
と
い
う
忘
恩
者
の
汚
名
を
忌
避
し
た
た
め

で
あ
る
。
ヒ
ド
ゥ
マ
は
強
固
な
心
情
的
裏
付
け
が
な
く
と
も
成
立

す
る
が
、
仕
え
る
側
が
こ
れ
を
解
消
す
る
に
は
物
質
的
・
社
会
的

な
損
失
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
主
人
が
追
放
や
殺
害
、
投
獄
と
い
っ
た
手

段
で
仕
え
る
者
を
「
御
前
」
か
ら
排
除
し
て
ヒ
ド
ゥ
マ
を
解
消
し

た
例
は
多
く
、
史
料
上
に
も
明
確
な
記
述
が
見
ら
れ
る
（
39
）
。
ヒ
ド
ゥ

マ
に
よ
る
関
係
が
成
立
し
た
と
き
自
ら
の
処
遇
を
委
ね
る
こ
と
を

表
明
し
た
者
に
対
し
て
、
主
人
の
こ
う
し
た
行
為
は
い
わ
ば
当
然

の
権
利
の
行
使
で
あ
り
、
非
難
に
あ
た
ら
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。

前
章
に
て
取
り
上
げ
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
、
ジ
ャ
マ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

ー
ン
も
五
五
八
／
一
一
六
三
年
に
主
人
で
あ
る
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

五
五
（
五
八
七
）



ル
政
権
の
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
よ
っ
て
逮
捕
・
投
獄
さ

れ
、
財
産
を
没
収
さ
れ
た
の
ち
に
獄
死
し
て
い
る
（
40
）
。
追
放
、
殺
害
、

投
獄
の
い
ず
れ
の
手
段
に
よ
っ
て
も
、
主
人
に
よ
る
「
御
前
」
か

ら
の
排
除
が
な
さ
れ
れ
ば
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
の
解
消
は
明
ら

か
で
あ
っ
た
が
、
当
事
者
の
地
位
や
状
況
に
よ
っ
て
こ
の
措
置
に

は
違
い
が
あ
り
、
主
人
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
の
ち
、
追
放
先
に

も
見
張
り
が
つ
け
ら
れ
た
事
例
（
41
）
が
あ
る
一
方
で
、
ヒ
ド
ゥ
マ
履
行

の
場
（
�
職
務
の
場
）
か
ら
追
放
す
る
だ
け
で
措
置
が
完
了
す
る

場
合
（
42
）
も
あ
っ
た
。

第
三
章

ヒ
ド
ゥ
マ
の
維
持

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
は
、
本
質
的

に
は
非
永
続
性
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
が
絶
え
ざ
る
ヒ
ド
ゥ

マ
履
行
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
た

ら
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
義
務
的
性
質
が
あ
る
以
上
、
非
常
に
拘
束
性
の

高
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
際
に
は
軍
役
奉
仕
に
対
し
て
は
罰
金
等
に
よ
る
代

償
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
期
に
は
そ
の
規
定
が
存

在
し
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
（
43
）
。
ヒ
ド
ゥ
マ
に
、
履
行
か
拒
否
（
�

反
逆
）
か
以
外
に
免
除
と
い
う
選
択
肢
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
ヒ

ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
の
維
持
に
お
い
て
、
殊
に
史
料
上
「
主
従
の

・

不
信
（w

ahsha

）」
と
報
じ
ら
れ
る
事
態
で
大
き
な
意
味
を
持
っ

た
。「

主
従
の
不
信
」
と
は
、
明
確
な
反
逆
行
為
は
な
い
も
の
の
、

ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
の
自
由
裁
量
が
目
立
ち
、
主
人
と
の
関
係
が

揺
ら
い
で
い
る
状
況
を
示
す
。
こ
の
場
合
、
両
者
は
遠
征
や
遠
隔

地
で
の
統
治
な
ど
で
距
離
的
に
も
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

こ
の
よ
う
な
状
況
で
主
人
が
ヒ
ド
ゥ
マ
（
参
上
）
を
命
じ
た
と
き
、

ヒ
ド
ゥ
マ
履
行
の
問
題
は
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
大
き
な
危
機
と

な
り
え
た
。
拒
否
す
れ
ば
主
人
か
ら
の
離
反
が
成
立
し
、
敢
え
て

ヒ
ド
ゥ
マ
を
履
行
す
れ
ば
、
主
人
に
粛
清
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

ザ
ン
ギ
ー
朝
に
関
連
し
て
は
、「
主
従
の
不
信
」
は
二
件
報
じ

ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
第
十
代
ス
ル
タ
ー
ン
、

・

マ
ス
ウ
ー
ドM

as‘ūd
b.M

uham
m
ad

（
在
五
二
九
―
五
四

七
／
一
一
三
四
―
一
一
五
二
年
）
と
ザ
ン
ギ
ー
一
世
に
つ
い
て
、

も
う
一
つ
は
ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア
政
権
の
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー

ン
と
彼
の
ナ
ー
イ
ブ
で
あ
っ
た
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
つ

い
て
で
、
こ
れ
ら
は
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た

こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

五
三
八
／
一
一
四
二
・
四
三
年
に
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー

ン
、
マ
ス
ウ
ー
ド
は
当
時
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
ア
タ
ー
ベ
ク
と

史
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し
て
ザ
ン
ギ
ー
一
世
が
統
治
し
て
い
た
モ
ス
ル
へ
の
進
軍
を
決
意

し
た
。
ザ
ン
ギ
ー
一
世
が
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
べ
く
使
者
を
派
遣

し
た
と
こ
ろ
、
マ
ス
ウ
ー
ド
は
そ
の
条
件
と
し
て
彼
が
御
前
に
参

上
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
対
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ

（
十
字
軍
）
戦
に
従
事
し
て
お
り
、
敵
が
強
大
か
つ
自
領
に
近
接

し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
拒
み
、
免
除
を
求
め
た
（ista‘dhala

）。

マ
ス
ウ
ー
ド
は
免
除
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
当
時
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ

・

の
支
配
下
に
あ
っ
た
ル
ハ
ーal-R

uhā

（
エ
デ
ッ
サ
伯
領
）
の
征

服
を
ザ
ン
ギ
ー
一
世
に
課
し
て
い
る
。
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
当
時
マ

ス
ウ
ー
ド
の
側
近
く
に
仕
え
て
い
た
長
男
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
を
一
旦
逃
亡
さ
せ
て
か
ら
マ
ス
ウ
ー
ド
へ

の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
返
し
て
叛
意
の
無
さ
を
表
明
し
、
二
万
デ
ィ
ー
ナ

ー
ル
を
支
払
っ
た
の
ち
、
ル
ハ
ー
を
征
服
し
た
（
44
）
。

本
件
か
ら
は
、
狭
義
の
御
前
で
の
ヒ
ド
ゥ
マ
、
す
な
わ
ち
主
人

か
ら
の
対
面
の
要
求
に
さ
え
、
免
除
の
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
代
償
と
し
て
ル
ハ
ー
征
服
の
遂
行
、

息
子
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
の
ヒ
ド
ゥ
マ

継
続
、
二
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
支
払
い
を
行
っ
た
が
、
こ
の
う
ち

サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
の
ヒ
ド
ゥ
マ
継
続

に
は
、
忠
誠
心
の
証
と
と
も
に
、
自
ら
の
代
理
の
ヒ
ド
ゥ
マ
と
い

う
意
義
が
見
出
せ
る
。
一
旦
逃
亡
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
イ

フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
の
行
動
に
は
「
父
ザ
ン

ギ
ー
一
世
の
意
思
に
よ
っ
て
」
改
め
て
マ
ス
ウ
ー
ド
の
御
前
に
赴

き
、
対
面
し
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
っ
て
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
意

味
合
い
が
生
じ
た
。
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
先
方
の
要
求
を
最
大
限
受

け
入
れ
、
さ
ら
に
代
理
の
ヒ
ド
ゥ
マ
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
（
�
対
面
）
を
回
避
し
た
の
で
あ

る
。も

う
一
つ
の
「
主
従
の
不
信
」
は
、
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン

と
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
の
間
に
五
六
七
／
一
一
七
二
年

に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
フ
ァ
ラ
ン

ジ
ュ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
カ
ラ
クal-K

arak

の
包
囲
戦
に
臨
み
、

自
ら
の
ナ
ー
イ
ブ
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
を
統
治
し
て
い
た
サ
ラ
ー

フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
も
兵
を
率
い
て
進
軍
す
る
よ
う
命
じ
た
。

サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
応
じ
て
エ
ジ
プ
ト
を
出
立
し
た
が
、

ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
カ
ラ
ク
に
着
く
と
、
エ
ジ
プ
ト
に
帰

還
し
、
諸
領
が
混
乱
し
遠
隔
地
に
あ
る
と
エ
ジ
プ
ト
の
こ
と
が
憂

慮
さ
れ
る
た
め
、
自
分
の
到
着
の
免
除
を
願
い
た
い
（ya‘ta-

dhiru

）
旨
の
書
簡
を
出
し
た
。
対
し
て
「
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

ー
ン
は
こ
の
免
除
（‘udhr

）
を
容
認
し
な
か
っ
た
」
と
記
述
さ

れ
て
い
る
（
45
）
。
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
こ
の
件
に
よ
っ
て
エ
ジ

プ
ト
進
軍
を
決
意
し
た
た
め
、
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
ひ

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

五
七
（
五
八
九
）



た
す
ら
に
恭
順
を
誓
う
書
簡
を
出
し
、
ま
た
象
や
シ
マ
ウ
マ
な
ど

の
珍
獣
を
含
む
豪
華
な
宝
物
を
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
贈
る

な
ど
し
て
慰
留
に
努
め
た
（
46
）
。
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
退
却
の

理
由
は
、
実
際
に
は
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
合
流
・
対
面
し

た
時
に
、
エ
ジ
プ
ト
を
召
し
上
げ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
周
囲
に

警
告
さ
れ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
（
47
）
。
結
局
、
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ

ー
ン
は
以
降
主
人
と
相
見
え
る
こ
と
は
な
く
、
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ

ィ
ー
ン
は
五
六
九
／
一
一
七
四
年
に
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン

が
「
対
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
聖
戦
に
対
し
て
怠
慢
で
あ
る
」
と
し
て
エ

ジ
プ
ト
へ
の
進
軍
準
備
を
開
始
し
た
が
、
進
軍
直
前
に
病
死
し
て

い
る
（
48
）
。

本
件
で
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー

ン
の
参
上
の
免
除
を
容
認
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
退
却
は
ヒ
ド
ゥ
マ

の
放
棄
と
し
か
見
な
さ
れ
な
い
。
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は

弁
解
と
代
償
を
続
け
る
ほ
か
方
策
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

他
方
で
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン

討
伐
の
理
由
を
「
聖
戦
に
対
す
る
怠
慢
」
と
し
て
、
自
身
へ
の
ヒ

ド
ゥ
マ
の
放
棄
と
は
し
な
か
っ
た
（
49
）
。
こ
れ
が
結
果
的
に
は
冒
頭
の

事
例
に
お
い
て
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
亡
き
主
人
（
ヌ
ー

ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
同
様
の
ヒ
ド
ゥ
マ
を
息
子
サ
ー
リ
フ
に
も

履
行
す
る
と
言
明
す
る
根
拠
を
残
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
二
件
を
見
る
限
り
、
ヒ
ド
ゥ
マ
履
行
の
問
題
は
「
主
従

の
不
信
」
と
称
さ
れ
る
危
機
を
も
た
ら
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

関
係
の
解
消
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
主
人
か
ら
の
対
面
の
要

求
と
い
う
狭
義
の
御
前
で
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
対
し
て
も
正
当
な
理
由

と
と
も
に
代
理
・
代
償
を
行
う
こ
と
で
免
除
の
要
望
が
可
能
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
免
除
が
容
認
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
さ
え
、「
反

逆
」
が
明
確
で
は
な
く
主
人
の
討
伐
も
実
施
さ
れ
な
い
と
き
は
、

当
事
者
の
死
亡
ま
で
両
者
の
関
係
は
継
続
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ

た
た
め
で
あ
る
。

本
来
、
非
永
続
性
を
そ
の
性
質
と
し
て
持
つ
ヒ
ド
ゥ
マ
の
有
効

性
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
の
た
び
に
更
新
・
確
認
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
主
従
の
不
信
」
に
あ
る
と
き
の
ヒ
ド
ゥ

マ
、
特
に
対
面
の
要
求
は
、
当
事
者
同
士
の
関
係
性
の
決
定
に
結

び
つ
く
だ
け
に
、
主
従
双
方
に
リ
ス
ク
が
生
じ
る
も
の
だ
っ
た
。

主
人
の
側
に
も
、
相
手
を
自
ら
の
御
前
か
ら
排
除
で
き
な
い
限
り

は
、
反
逆
と
い
う
決
定
的
な
破
綻
を
回
避
す
る
た
め
ヒ
ド
ゥ
マ
履

行
の
話
題
自
体
を
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヒ
ド

ゥ
マ
の
内
容
を
規
定
す
る
主
人
の
威
厳
（hayba

）
に
は
、
そ
こ

か
ら
外
れ
た
者
に
対
す
る
峻
厳
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
維
持
で
き
な

く
な
っ
た
時
点
で
御
前
が
内
か
ら
崩
壊
す
る
危
険
が
生
じ
る
か
ら

で
あ
る
。

史
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上
記
よ
り
、
紐
帯
を
形
成
す
る
原
理
で
あ
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
特
性

と
し
て
、
そ
の
規
定
及
び
継
続
の
曖
昧
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

成
立
に
あ
た
っ
て
契
約
な
ど
の
法
的
保
証
を
持
た
ず
、
強
固
な
忠

誠
心
や
報
恩
意
識
な
ど
の
深
い
心
情
的
裏
づ
け
も
実
際
に
は
必
要

と
さ
れ
な
い
。
ヒ
ド
ゥ
マ
を
履
行
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と
が
形
式

的
で
あ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
を
果
た
す
限
り
、
す
な
わ
ち
義
務
の

明
確
な
放
棄
に
よ
っ
て
関
係
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
関
係

は
継
続
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
を
許
容
す
る
余
地

が
あ
っ
た
が
た
め
に
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
は
幅
広
い
層
を
包

含
し
ゆ
る
や
か
に
そ
の
関
係
性
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
ひ
い
て
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
の
集
合
体

で
あ
る
政
権
の
一
体
性
を
、
形
式
に
変
じ
る
と
き
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
長
く
保
つ
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
上
述
の
二
件
に
お
い
て
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
回
避
及
び

討
伐
の
理
由
に
対
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
聖
戦
が
挙
げ
ら
れ
た
の
は
興
味

深
い
事
象
と
い
え
る
。
五
／
十
一
世
紀
末
か
ら
十
字
軍
を
掲
げ
シ

リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
に
進
出
・
植
民
活
動
を
行
っ
て
き
た

フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
に
対
す
る
聖
戦
の
呼
び
か
け
は
、
ウ
ラ
マ
ー
に
よ

る
聖
戦
義
務
の
主
張
と
呼
び
か
け
、
ま
た
個
々
の
義
勇
兵
に
よ
る

出
征
を
経
て
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
の
ザ
ン
ギ
ー
一
世
及
び
ヌ
ー
ル
・
ア

ッ
デ
ィ
ー
ン
の
治
世
に
お
い
て
実
際
的
な
動
員
力
を
持
つ
主
張
と

な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
50
）
、
こ
の
二
件
に
お
い
て
は
聖

戦
義
務
の
主
張
が
ヒ
ド
ゥ
マ
の
履
行
義
務
以
上
の
正
当
性
を
彼
ら

の
行
動
に
与
え
る
役
割
を
果
た
し
た
。
ム
ス
リ
ム
の
義
務
と
い
う
、

よ
り
大
き
な
枠
組
み
で
の
根
拠
を
呈
示
し
た
こ
と
で
、
対
フ
ァ
ラ

ン
ジ
ュ
聖
戦
の
主
張
が
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
性
を
超
え
た
行
動

を
可
能
に
す
る
論
理
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

政
権
形
成
に
お
い
て
ヒ
ド
ゥ
マ
は
、
政
権
の
成
員
を
束
ね
る
最

低
限
の
紐
帯
原
理
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
こ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
を
介

し
た
結
束
は
そ
れ
を
前
提
と
し
た
当
事
者
の
対
面
に
よ
っ
て
成
立

し
た
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
主
人
は
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
に
利
益

を
与
え
、
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
は
主
人
の
御
前
で
ヒ
ド
ゥ
マ
を
履

行
す
る
と
い
う
相
互
の
義
務
を
負
い
、
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す
者
が
御

前
か
ら
排
除
さ
れ
る
か
、
義
務
を
放
棄
し
た
時
点
で
関
係
は
解
消

さ
れ
る
。

ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
が
即
物
的
な
利
益
に
よ
っ
て
も
成
立
し
、

そ
の
根
底
に
強
固
な
心
情
的
な
裏
付
け
を
必
ず
し
も
持
た
な
い
こ

と
は
、
ヒ
ド
ゥ
マ
と
利
益
の
直
結
を
示
す
慣
行
の
存
在
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
主
従
の
対
面
の
意
義
か
ら
見
出
せ
る
よ
う
に
、
ヒ

ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
は
当
事
者
同
士
の
個
人
的
な
結
び
つ
き
と
い

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

五
九
（
五
九
一
）



う
性
質
を
強
く
持
つ
が
、
こ
の
心
情
的
な
裏
付
け
の
薄
さ
は
ヒ
ド

ゥ
マ
の
履
行
を
慣
行
化
・
定
型
化
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
解
消
に
関
わ
る
諸
事
例
は
、
ヒ

ド
ゥ
マ
に
よ
る
関
係
が
本
質
的
に
非
永
続
性
を
有
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

法
的
保
証
が
な
く
、
心
情
的
な
裏
づ
け
が
薄
く
と
も
成
立
し
、

永
続
が
想
定
さ
れ
な
い
と
い
う
性
質
か
ら
、
本
来
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に

よ
る
関
係
は
、
絶
え
ざ
る
ヒ
ド
ゥ
マ
（
主
従
の
対
面
）
の
履
行
に

よ
っ
て
の
み
そ
の
継
続
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
ヒ
ド
ゥ
マ
履
行
の
場
で
あ
る
「
御
前
」
が
（
主
人
の
面
前

の
み
な
ら
ず
）
主
人
の
意
思
の
及
ぶ
全
域
に
ま
で
拡
大
さ
れ
う
る

こ
と
、
履
行
自
体
の
免
除
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
関
係

は
最
終
的
に
は
当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
解
消
を
明
確
に
し
な
い
限

り
、
そ
の
死
亡
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
得
た
。

上
記
の
性
質
は
、
そ
の
継
続
と
規
定
の
曖
昧
さ
も
含
め
て
、
個

人
的
紐
帯
の
原
理
と
し
て
の
ヒ
ド
ゥ
マ
の
弱
さ
を
示
す
と
も
い
え

る
が
、
こ
の
性
質
を
持
つ
が
故
に
ヒ
ド
ゥ
マ
に
よ
る
結
束
は
主
人

の
側
近
か
ら
遠
隔
地
の
行
政
官
に
至
る
ま
で
幅
広
い
層
を
包
含
出

来
、
ゆ
る
や
か
で
あ
れ
政
権
の
一
体
性
を
維
持
し
て
き
た
と
い
え

よ
う
。

本
論
で
は
、
主
に
ザ
ン
ギ
ー
朝
で
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
と
解
消
、
維
持
の
状
況
を
示
す
こ
と

が
出
来
た
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
ヒ
ド
ゥ
マ
と
い
う
紐
帯
原
理

の
大
枠
に
過
ぎ
な
い
。
特
に
広
義
で
の
御
前
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
つ
い

て
は
、
今
後
よ
り
多
く
の
事
例
を
収
集
・
検
討
し
、
そ
の
履
行
に

及
ぶ
個
人
的
な
関
係
性
と
慣
行
化
の
関
連
を
明
確
に
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
広
域
支
配
体
制
の
再
編
成
に
伴
い
ヒ
ド
ゥ
マ

履
行
の
場
で
あ
る
御
前
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
ヒ
ド
ゥ
マ
を
な
す

者
た
ち
の
意
識
も
そ
れ
に
対
応
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
で
も
成
員
た
ち
は
ヒ
ド
ゥ
マ
に
加

え
て
、
擬
制
血
縁
関
係
な
ど
別
の
紐
帯
原
理
に
よ
っ
て
も
結
び
つ

い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
政
権
を
こ
れ
ら
の
複
合
的
な
関

係
性
の
総
体
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
、
政
権
形
成
ひ
い

て
は
広
域
支
配
体
制
再
編
成
過
程
の
動
的
な
把
握
へ
と
結
び
つ
く

と
考
え
る
。

史
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・

bāhir
fi
al-daw

la
al-A

tābakı̄ya

（bi-al-M
aw

sil

）,ed.
&

an-

・

not.
by

A
.
A
.
T
ulaym

āt,
al-Q

āhira
:
al-M

aktaba
al-

M
uthannā,1963.

D
hayr

:Ibn
al-Q

alānisı̄

（d.
555

A
H

）:D
hayr

tārı̄kh
D
im

ashq,
ed.

by
H
.
F
.
A
m
edroz,

reptint,
al-Q

āhira
:M

aktaba
al-

史

学

第
八
一
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第
四
号

六
〇
（
五
九
二
）



m
utanabbı̄,

﹇n.d.

﹈

K
ām

il
:Ibn

al-A
thı̄r,

‘Izz
al-D

ı̄n

（d.
630

A
H

）:al-K
ām

il
fi

al-
tārı̄kh,

13
vols.,

ed.
by

C
.
J.

T
orenberg,

reprint,
B
ay-

・

rūt:D
ār

Sādir,

﹇n.d.

﹈

M
ayyāfāriqı̄n

:Ibn
al-A

zraq
al-Fāriqı̄

（d.
ca

572
A
H

）:T
ārı̄kh

M
ayyāfāriqı̄n

w
a

Ā
m
id,

M
s.

O
f
B
ritish

Library
,
O
r.

5803.

・

・

R
aw

datayn
:A

bū
Shām

a

（d.
665

A
H

）:K
itāb

al-raw
datayn

fı̄

・

・

akhbār
al-daw

latayn
al-N

ūrı̄ya
w
a
al-Salāhiya

,
5
vols.,

ed.by
I.al-Zı̄baq,B

ayrūt:M
u’assasat

al-risāla,1997.
Zubdat

:Ibn
al-‘A

dı̄m
,
K
am

āl
al-D

ı̄n

（d.
660

A
H

）:Zubdat
al-

・

・

halab
m
in

tārı̄khH
alab,

3
vols.,

ed.
by

S.
D
ahhān,

D
i-

m
ashq

:al-M
a‘had

al-Faransı̄
bi-D

im
ashq

lil-dirāsāt
al-

‘arabı̄ya,1951

�1967.

註（
１
）

M
ichealC

ham
berlain,K

now
ledge

and
social

practice
in

m
edieval

D
am

ascus,
1190

�1350
,
Paperback

ed
.,

C
am

-
bridge

:C
am

bridge
U
niversity

Press,2002.,p.116.

（
2
）

R
oy

P
.
M
ottahedeh,

Loyalty
and

leadership
in

an
early

Islam
ic

society,
paperback

ed.,
I.
B
.
T
auris,

2001.,
pp.

82

�

84
;

清
水
和
裕
『
軍
事
奴
隷
・
官
僚
・
民
衆
│
│
ア
ッ
バ
ー
ス
朝

解
体
期
の
イ
ラ
ク
社
会
』（
東
京
�
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

五
九
―
六
三
頁
。
ワ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
モ
ッ
タ
ヘ
デ
が
、
十
四

―
十
五
世
紀
に
は
ト
ル
コ
系
奴
隷
集
団
が
主
人
に
対
し
て
負
う
義

務
の
根
拠
と
し
て
ワ
ラ
ー
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
ま
れ
に

な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
が
見
る
限
り
、
本
論
の
対

象
年
代
の
史
料
に
も
同
様
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
イ
ス
テ
ィ
ナ

ー
に
つ
い
て
は
本
論
の
対
象
年
代
に
お
い
て
も
有
効
に
機
能
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ザ
ン
ギ
ー
朝
に
お
け
る
事
例
に
つ
い

て
は
註
17
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）

B
āhir,pp.162

�163.

（
4
）

B
āhir,p.177

サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
ダ
マ
ス
カ
ス
に

入
城
し
た
時
、
サ
ー
リ
フ
へ
の
フ
ト
バ
を
取
り
や
め
ず
「
私
は
た

だ
た
だ
主
人
と
主
人
の
ご
子
息
へ
の
ヒ
ド
ゥ
マ
に
参
上
し
た
」
と

明
言
し
た
。

（
5
）
柳
谷
あ
ゆ
み
「
ザ
ン
ギ
ー
朝
二
政
権
分
立
期
の
研
究
│
│
モ
ス

ル
政
権
の
動
向
か
ら
」『
史
学
』
第
七
一
巻
二
・
三
号
（
二
〇
〇
二

年
）、
一
五
五
―
一
五
六
頁
。

（
6
）
佐
藤
次
高
『
中
世
イ
ス
ラ
ム
国
家
と
ア
ラ
ブ
社
会
』（
東
京
�

山
川
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
一
一
九
―
一
二
一
頁
。

（
7
）

C
ham

berlain,op.
cit.,

p.116.

（
8
）

B
āhir,

p.35.

（
9
）
こ
の
兄
弟
会
合
の
詳
細
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
（
柳
谷
、
前
掲
論

文
、
一
五
四
―
一
五
七
頁
）。

・

（
10
）

B
āhir,

p.88.;R
aw

datayn
,vol.1,p.172.

（
11
）
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
「
奉
仕
と
近
侍
に
よ
る
結
束
」
と
し
て
ヒ
ド

・

ゥ
マ
（
奉
仕
）、
ム
ラ
ー
ザ
マm

ulāzam
a

（
近
侍
）、
タ
ラ
ッ
ド

ゥ
ドtaraddud

（
往
来
）、
ズ
ィ
ヤ
ー
ラziyāra

（
訪
問
）
を
挙
げ
、

主
従
の
奉
仕
と
対
面
の
結
び
つ
き
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
彼
は
ヒ

ド
ゥ
マ
と
そ
れ
以
外
を
区
別
し
、
ヒ
ド
ゥ
マ
自
体
に
対
面
の
要
素

を
見
て
い
な
い
（C

ham
berlain,op.

cit.,
pp.110

�122

）。
社
会

政
権
形
成
に
お
け
る
ヒ
ド
ゥ
マ
の
成
立
・
解
消
・
維
持

六
一
（
五
九
三
）



的
な
結
束
に
お
い
て
、
ヒ
ド
ゥ
マ
と
他
の
紐
帯
原
理
が
複
合
的
に

働
く
と
い
う
点
も
含
め
、
彼
の
指
摘
を
筆
者
は
大
方
に
お
い
て
支

持
し
て
い
る
が
、
ヒ
ド
ゥ
マ
に
対
面
が
含
ま
れ
る
か
否
か
で
は
意

見
を
異
に
す
る
。

（
12
）

B
āhir,

p.87.

（
13
）

B
āhir,

p.163.

（
14
）

hayba
の
同
義
語
はm

akhāfa

（
恐
怖
）
で
、uns

（
交
誼
）

・

の
対
義
語
に
あ
た
る
（M

unjid
fi
al-lugha

w
a
al-a‘lām

:tab‘a
・

・

jadı̄da
m
unāqqaha,

39
th

ed.,
B
ayrūt:D

ār
al-M

ashriq,
arti-

cle
on

“hayba”

）。

（
15
）

hayba

は
仕
え
る
者
を
威
圧
し
、
従
わ
せ
る
類
の
性
質
だ
が
、

そ
の
本
質
は
恐
怖
の
み
と
も
言
え
な
い
。
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政

権
保
有
者
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
・
シ
ャ
ー

は
「
立
ち
居
振
る
舞
い
、
衣
服
に
お
い
て
そ
の
威
厳
（hayba

）

は
極
み
に
あ
っ
た
」
と
評
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
記
述
か
ら
こ
れ

が
衣
服
、
装
飾
、
ふ
る
ま
い
全
般
で
の
誰
に
も
華
美
を
見
と
が
め

ら
れ
な
い
ほ
ど
の
質
素
ぶ
り
、
ひ
い
て
は
貴
人
の
ご
と
き
奢
侈
や

脆
弱
さ
と
は
無
縁
な
武
人
ぶ
り
を
指
し
た
と
判
る
（B

āhir,
pp.

199

�200

）。
こ
の
威
厳
は
眼
前
の
者
を
恐
怖
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
、

そ
の
関
心
と
尊
敬
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
16
）
主
人
の
眼
前
で
の
粛
清
は
、
六
／
一
二
世
紀
、
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
ラ

以
西
に
お
け
る
主
な
事
例
だ
け
で
も
、
五
二
三
／
一
一
二
九
年
の

ダ
マ
ス
カ
ス
支
配
者
ブ
ー
リ
ー
朝
タ
ー
ジ
ュ
・
ア
ル
・
ム
ル
ー

ク
・
ブ
ー
リ
ー
に
よ
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル
、
マ
ズ
ダ
カ
ー
ニ
ー
の
殺
害
、

五
三
九
／
一
一
四
三
年
の
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
フ
ァ
ッ
ル
フ
・
シ
ャ

ー
に
よ
る
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
城
砦
ワ
ー
リ
ー
、
ナ
ス
ィ
ー
ル
・

ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ジ
ャ
カ
ル
の
殺
害
、
五
七
〇
／
一
一
七
四
年
に

ア
ル
ト
ゥ
ク
（
イ
ー
ル
ガ
ー
ズ
ィ
ー
）
朝
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ

ー
ン
・
イ
ー
ル
ガ
ー
ズ
ィ
ー
に
よ
る
ア
ミ
ー
ル
、
ア
ミ
ー
ヌ
・
ア

ッ
デ
ィ
ー
ン
の
殺
害
が
挙
げ
ら
れ
る
（D

hayl,
p.223

;B
āhir,

pp.

・

84

�86
;R

aw
datayn,

vol.
1,

p.
151

;M
ayyāfāriqı̄n

,
f
184b

�f
185a,f

196b

）。
い
ず
れ
も
伺
候
の
際
に
主
人
の
目
の
前
で
殺
害

さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
ザ
ン
ギ
ー
朝
創
設
者
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
、
ア
タ
ー
ベ
ク
と
し
て

政
権
を
樹
立
す
る
ま
で
に
五
人
の
主
人
に
仕
え
、
養
父
と
し
て
彼

を
養
育
し
た
主
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
死
後
も
子
息
を
取
り
立
て

て
自
ら
の
女
婿
と
し
養
育
の
恩
に
報
い
た
。
他
方
、
成
人
後
の
主

人
に
対
し
て
は
、
主
人
が
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
に
反
逆

を
な
す
と
同
時
に
主
従
関
係
を
解
消
す
る
な
ど
、
そ
の
関
係
の
薄

さ
を
表
す
行
動
が
見
ら
れ
る
（B

āhir,
p.16

）。

（
18
）
詳
細
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
、
五
四
八
／
一
一
五
三
年
の
ア

ル
ト
ゥ
ク
（
イ
ー
ル
ガ
ー
ズ
ィ
ー
）
朝
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
ア
ル
ビ
ー
の
政
権
継
承
を
見
る
と
、
ま
ず
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ

デ
ィ
ー
ン
の
兄
弟
、
次
い
で
主
だ
っ
た
ア
ミ
ー
ル
、
カ
ー
デ
ィ
ー

と
街
の
民
が
召
集
さ
れ
、
そ
こ
で
「
状
況
を
定
め
た
」
と
あ
り
、

バ
イ
ア
が
行
わ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
住
民
全
般
へ
の
告
知
は

こ
の
の
ち
の
金
曜
礼
拝
で
の
フ
ト
バ
変
更
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
さ

ら
に
騎
乗
し
た
触
れ
役
が
領
内
全
域
を
回
っ
て
新
政
権
の
樹
立
を

伝
え
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
イ
ク
タ
ー
の
安
堵
と
職
務
任
命
が

行
わ
れ
、
そ
の
印
と
し
て
旗
と
ラ
ッ
パ
が
授
与
さ
れ
た
（M

ayyā-
fāriqı̄n,

f
179a

�f179b

）。
不
測
の
事
態
に
よ
る
交
代
例
と
し
て

は
、
ザ
ン
ギ
ー
一
世
暗
殺
後
の
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政
権
、
シ
リ

史

学
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ア
政
権
の
樹
立
が
あ
る
が
、
こ
の
と
き
も
政
権
保
有
者
の
入
城
直

後
に
イ
ク
タ
ー
分
与
と
職
務
任
命
の
記
述
が
あ
る
（B

āhir,
p.

86
;Zubdat,

vol.2.,pp.289

�290
;M

ayyāfāriqı̄n,
f
173a

）。

（
19
）
ザ
ン
ギ
ー
朝
サ
イ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
一
世
は

毎
日
大
量
の
羊
、
馬
、
牛
を
ア
ス
カ
ル
の
伺
候
の
た
め
に
屠
ら
せ

て
い
た
（B

āhir,
p.93

）。
ま
た
、
ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
要
地
分
与

の
際
の
慣
行
を
利
用
し
、
処
罰
の
た
め
に
ア
ミ
ー
ル
を
召
喚
す
る

際
に
ア
レ
ッ
ポ
城
砦
及
び
シ
リ
ア
全
土
を
委
任
す
る
と
い
う
虚
偽

の
名
目
を
用
い
た
（B

āhir,
p.84

）。

（
20
）
佐
藤
次
高
、
前
掲
書
、
一
一
九
―
一
二
一
頁
。

（
21
）

B
āhir,

pp.79

�80.

ザ
ン
ギ
ー
一
世
は
、
禁
を
破
っ
て
無
断
で

領
外
に
出
た
ア
ミ
ー
ル
が
、
ア
ル
ト
ゥ
ク
（
イ
ー
ル
ガ
ー
ズ
ィ

ー
）
朝
及
び
ザ
ン
ギ
ー
一
世
の
主
人
に
あ
た
る
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝

ス
ル
タ
ー
ン
、
マ
ス
ウ
ー
ド
の
保
護
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

交
渉
に
よ
っ
て
そ
の
身
柄
引
き
渡
し
を
受
け
死
罪
と
し
た
。

（
22
）
こ
の
一
例
と
し
て
ブ
ワ
イ
フ
朝
期
の
ヒ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ
サ
ー
ビ

・

・

ーH
ilālb.al-M

uhassin
al-Sābı̄’（
四
四
八
／
一
〇
五
六
年
没
）

に
よ
る
『
カ
リ
フ
宮
廷
の
し
き
た
り
』
を
挙
げ
る
。
御
前
で
の
正

し
き
ふ
る
ま
い
を
示
す
宮
廷
作
法
書
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
の

史
料
の
執
筆
の
背
景
に
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
と
ブ
ワ
イ
フ

朝
第
ア
ミ
ー
ル
た
ち
と
の
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
、
カ
リ
フ
が
持

つ
権
威
が
低
下
し
、
そ
れ
に
伴
い
宮
廷
で
の
行
動
が
変
化
し
て
い

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
ヒ
ラ
ー
ル
・
サ
ー
ビ
ー
著
、
谷
口
淳
一
・

清
水
和
裕
監
訳
『
カ
リ
フ
宮
廷
の
し
き
た
り
』（
京
都
�
松
香
堂
、

二
〇
〇
三
年
）xxiii

�xxiv

頁
）。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、「
正
し
き

ふ
る
ま
い
」
の
正
し
さ
と
は
、
過
去
の
事
例
を
定
型
化
し
た
も
の

に
他
な
ら
ず
、
主
人
へ
の
尊
崇
や
親
愛
と
は
別
次
元
の
も
の
と
い

え
る
。

（
23
）

B
āhir,

p.172.

（
24
）

B
āhir,

p.82.

（
25
）

B
āhir,

pp.186,192.

（
26
）

Ibn
K
hallikān,W

afāyāt
al-a‘yān

w
a
anbā’abnā’al-zam

ān,

・

・

vol.
5,

ed.
by

Ihsān
‘A
bbās,

B
ayrūt:D

ār
Sādir,

1994,
pp.

143

�144.

（
27
）

B
āhir,

p.86.

（
28
）

M
ayyāfāriqı̄n,

f.185b.

（
29
）

B
āhir,

pp.82

�83.

（
30
）

C
ham

berlain,
op.cit.,p.118.

（
31
）

M
ayyāfāriqı̄n,

f
179b.

（
32
）
五
六
五
／
一
一
七
〇
年
に
、
ア
ル
ト
ゥ
ク
（
イ
ー
ル
ガ
ー
ズ
ィ

ー
）
朝
の
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
を
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政

権
保
有
者
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
マ
ウ
ド
ゥ
ー
ド
が
訪
問

し
た
際
、
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
彼
の
ア
ミ
ー
ル
、
ア
ミ

ー
ヌ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
そ
の
饗
応
に
（khidm

ata-hu

）
つ
い
た

と
記
述
さ
れ
て
い
る
（M

ayyāfāriqı̄n,
f
193b

�f194a

）。
ク
ト

ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
妃
は
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
姉

妹
で
、
ま
た
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
姉
妹
も
ナ
ジ
ュ
ム
・

ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
弟
に
嫁
し
て
い
る
た
め
、
両
者
は
二
重
の
義
兄

弟
に
あ
た
る
が
、
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
限
り
、
こ
の
来
訪
の
前

の
両
者
の
外
交
・
交
流
は
こ
の
婚
姻
と
ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア
政
権

保
有
者
の
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
遠
征
へ
の
個
々
の
参
加
の

二
点
の
み
で
、
恒
常
的
な
主
従
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
は
思
い
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権
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が
た
い
。
文
中
に
は
「
彼
（
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
は
彼

・

ら
に
客
人
へ
の
も
て
な
し
（al-diyāfa

）
や
必
要
な
も
の
と
し
て
少

な
か
ら
ぬ
も
の
を
支
出
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
ヒ
ド

ゥ
マ
を
な
さ
れ
る
側
（
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
が
ヒ
ド
ゥ

マ
を
な
す
側
（
ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
の
も
と
に
赴
い
て

い
る
点
か
ら
も
、
こ
れ
が
客
人
来
訪
へ
の
一
時
的
な
ヒ
ド
ゥ
マ
で

あ
っ
た
と
認
識
で
き
る
。

（
33
）
ザ
イ
ヌ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
当
時
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政
権
で

最
大
の
イ
ク
タ
ー
保
持
者
で
、
返
還
さ
れ
た
イ
ク
タ
ー
に
は
シ
ャ

フ
ラ
ズ
ー
ル
、
タ
ク
リ
ー
ト
、
ハ
ッ
ラ
ー
ン
な
ど
外
交
上
の
要
地

も
含
ま
れ
て
い
た
（B

āhir,
pp.135

�136

）。

（
34
）

M
ayyāfāriqı̄n,

f
181a

;B
āhir,

p.108,D
hayl,

p.328.

（
35
）

N
ikita

E
lisséff,

N
ūr

ad-dı̄n
:un

grand
prince

m
usulm

an
de

Syrie
au

tem
ps

des
C
roisades

（511
�569

H
./1118

�1174

）,
3

tom
es,

D
am

as
:Institut

Français
de

D
am

as,
1967.,

p
.

618.

（
36
）

B
āhir,

pp.134

�135.

（
37
）

B
āhir,

p.178.

（
38
）

M
ayyāfāriqı̄n,

f
181a.

（
39
）
主
人
の
眼
前
で
の
粛
清
の
事
例
に
つ
い
て
は
註（
16
）を
参
照
さ

れ
た
い
。
ヒ
レ
ン
ブ
ラ
ン
ド
は
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ア
ズ
ラ
ク
の
史
料

を
根
拠
と
し
て
、
十
二
―
十
三
世
紀
の
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
ラ
地
方
に
お

い
て
、
政
権
保
有
者
が
自
ら
の
政
権
の
高
級
官
僚
を
逮
捕
し
、
財

産
没
収
の
後
に
そ
の
職
務
を
剥
奪
す
る
例
が
多
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る（C

arole
H
illenbrand,“T

he
history

of
the

Jazı̄ra,
1100

�1250
:a

short
introduction”

in
T
he

art
of

Syria
and

the
Jazı̄ra

1100

�1250,
ed.

by
J.

R
aby

（O
xford,

1985

）,p.
15

）。

（
40
）

B
āhir,

pp.119,127

�128.

（
41
）
ダ
マ
ス
カ
ス
で
は
ブ
ー
リ
ー
朝
の
ム
ジ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン

が
五
四
八
／
一
一
五
三
年
に
ラ
イ
ー
ス
（al-ra’ı̄s

）
の
ム
ア
イ
ヤ

ド
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
ッ
ス
ー
フ
ィ
ーM

u’ayyad

・

・

al-D
ı̄n

al-M
usayyib

b.al-Sūfı̄

を
サ
ル
ハ
ドSarkhad

に
追
放
し

た
際
に
、
サ
ル
ハ
ド
領
主
の
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・

ブ
ザ
ー
ンM

ujāhid
al-D

ı̄n
B
uzān

を
同
行
さ
せ
、
そ
の
見
張
り

に
あ
た
ら
せ
た
（D

hayl,p.321

）。
ブ
ー
リ
ー
朝
治
下
ダ
マ
ス
カ

ス
の
ラ
イ
ー
ス
職
は
、
ダ
マ
ス
カ
ス
の
行
政
及
び
治
安
維
持
を
担

い
、
強
大
な
職
権
を
有
し
て
お
り
、
ム
ア
イ
ヤ
ド
・
ア
ッ
デ
ィ
ー

ン
の
一
族
で
あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
家
は
ブ
ー
リ
ー
朝
期
末
期
ま
で
ラ

イ
ー
ス
職
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
（Jean-M

ichelM
outon,

D
am

as
et

sa
principauté

sous
les

Saljoukides
et

les
B
ourides

（468

�549
/1076

�1154

）:
vie

politique
et

religeouse,
Le

C
aire

:Institut
Français

d’A
rchéologie

O
rientale,

1994,
pp.

231

�235

）。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
こ
の
措
置
は
追
放
後
も
な

お
彼
の
動
向
が
警
戒
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

（
42
）
ザ
ン
ギ
ー
朝
シ
リ
ア
政
権
の
ヌ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
五

六
六
／
一
一
七
一
年
に
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政
権
を
自
ら
の
支
配

下
に
置
い
た
と
き
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
モ
ス
ル
政
権
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

官
僚
を
そ
の
職
務
の
場
か
ら
追
放
し
た
が
、
彼
ら
へ
の
そ
れ
以
上

の
処
分
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
（A

nonym
i
auctoris

chronicon
ad

A
.C

.
1234

pertinens,
traduit.

par
A
.
A
bouna,

intro
.,

notes
et

index
de

J.M
.
Fiey,

Louvain
:Secrétariat

du
C
or-

史

学

第
八
一
巻

第
四
号
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pusSC
O
,1974.,p.127

）。

（
43
）
ム
ク
タ
ー
が
ス
ル
タ
ー
ン
の
許
可
な
く
戦
場
を
離
れ
た
場
合
に

は
、
イ
ク
タ
ー
収
入
か
ら
不
在
分
を
差
し
引
く
ガ
イ
バ
ー
ナ
ー
ト

（ghaybānāt

）
の
規
定
が
あ
っ
た
（
佐
藤
次
高
、
前
掲
書
、
一
二

〇
―
一
二
一
頁；

Ibn
M
am

m
ātı̄:K

itāb
qaw

ānı̄n
al-daw

āw
ı̄n,

・

ed.by
Sūryāl‘A

tı̄ya,al-Q
āhira

:M
aktaba

al-M
adbūlı̄,

1991.,
p.355

）。

（
44
）

B
āhir,

pp.65
�66

;K
ām

il,
vol.11,p.93.

（
45
）

B
āhir,

p.158.

・

（
46
）

K
ām

il,
vol.11,pp.372

�373
;B

āhir,
p.

159
;R

aw
datayn,

vol.2,pp.238

�239.

（
47
）

B
āhir,

p.158.

（
48
）

B
āhir,

p.161.

（
49
）

ibid.

（
50
）

E
.
Sivan

,
L’

islam
et

la
croisade

:
idéologie

et
propa-

ganda
dans

les
reactions

m
usulm

anes
aux

croisades,
Paris

:
Libraire

d’am
érique

et
d’orient

;
A
drien

m
aisonneuve

,
1968.,pp.47,59

�67.
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